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研究要旨： 

 地域保健法における「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」において、人材の確

保や資質の向上、計画の策定について述べられている中で、本研究では指針の改定に向け

てフォーカスグループディスカッション（ＦＧＤ）を行い、地域における公衆衛生の中核

機関である保健所の各専門職種における人材の確保と育成等に関する現状と課題を抽出、

分析し、今後のあり方の方向性等についてまとめた。 

その中では、保健師職では人材育成指針等でキャリアパス・キャリアラダーが明示され

て取り組みが進められている自治体や、医師職では社会医学系専門医制度を活用した計画

的な人材育成が始まった自治体など、組織的な取り組みが進む職種・自治体が現れてきた

一方で、薬剤師や獣医師などを中心とした衛生監視員や、管理栄養士などの少数職種にお

いては、組織的・計画的な人材確保・人材育成の取り組みが進んでいる自治体はまだまだ

少ないことがわかった。 

 今後は、保健師や医師などの組織的な取り組みをより一層進めるとともに、各自治体で

少数しかいない職種については、自治体の枠を超えた取り組みなどこれまでの枠組みを超

えた方法なども検討するなど、効果的な人材確保・人材育成の方法についてさらなる取り

組みを進める必要があると考えられた。 

Ａ．研究目的 

 これまで保健所は、地域における公衆衛

生の中核機関として様々な役割を担ってき

たが、近年進んできた行政改革の流れの中

で、市町村合併や保健所の統廃合による所

管地域の広域化や保健所数の減少に伴い、

保健所に勤務する専門職員の数も減少して

きている。 

一方で、健康危機管理や地域包括ケアシ

ステムの推進など、多様化かつ複雑化する

公衆衛生的な新たな課題への対応が強く求

められている中で、専門職を中心とした保

健所職員の確保と育成は、地域における公

衆衛生の維持向上のために極めて重要かつ

喫緊の課題である。 

 本研究では、地域保健の推進に欠かせな

い地域保健人材の確保と育成に関する現状

の課題を明らかにし、今後のあり方を具体

的に示すことで、新たな指針に反映できる

よう政策的提言を行うことを目的とした。 

Ｂ．研究方法 

 2019 年 9 月 16 日に冒頭に記載の研究

協力者等を招聘してフォーカスグループ

ディスカッション（以下「ＦＧＤ」とい

う）を行い、保健所の各専門職種におけ

る人材確保と人材育成に関する課題と今
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後の方向性について抽出した。各職種の

人材の確保と育成について、管理栄養

士：諸岡氏、薬剤師：川崎氏、保健師：

土屋氏、医師：宮園が担当して意見を述

べるとともに、共通の事項についての意

見交換等を行った。 

 

Ｃ．研究結果 

 ＦＧＤで議論した以下の２項目につい

て、現状や課題等の概要を示す。 

（１）人材確保の観点から 

・自治体Ｗｅｂサイトや就職情報サイト

などを活用して人材確保の広報啓発を行

うとともに、各自治体が各職種の養成校

を訪問したり、学生向けのインターンシ

ップ制度を活用する等の取り組みを通じ

て、新卒学生の就職先として各自治体が

広報啓発に取り組んでいる。 

・都市部の自治体については就職希望者

が比較的多いが地方の自治体では希望者

が少なく、さらに受験者が複数の自治体

を受験しているため採用決定後に就職を

辞退する場合も多く、人材確保が必ずし

も容易ではない状況が続いている。 

・一部の職種（医師、獣医師）では、地

域医療に対する自治医大や医学部の地域

枠のような就学資金貸与事業を行い、人

材確保に取り組んでいる事例もある。 

・特に医師は行政機関への就職希望者が

少なく、地方を中心に複数の保健所長が

兼務になるなど人材確保が困難な状態が

続いている。そのため他職種と同様の取

り組みに加え、全国保健所長会では人材

確保育成に関する委員会を立ち上げて、

地域保健総合推進事業を活用した取り組

みを進めている。 

・具体的には、現役保健所長等の行政医

師が医学部の講義を受け持つ、保健所で

学生実習を受け入れる、といった活動に

加え、医学生や研修医を対象とした就活

イベントへブース出展するといった活動

に加え、医学生や若手医師を対象に全国

保健所長会が主催するセミナー等様々な

形で人材確保に向けた取り組みを進めて

いる。 

（２）資質向上の観点から 

・職種によっては、各所属で１人配置に

なってしまうと人材育成が難しく、個人

の資質に頼る部分が大きくなってしまう

ため、自治体内部でも人事的に評価され

にくくさらに複数配置が進まないという

悪循環に陥る場合も多い。また、人口規

模の小さい自治体では専門職種がすべて

配置できない場合も多く、また自治体内

部においても現場への配置が優先され、

保健所等地域保健部門への配置が後回し

になる傾向がある。 

・各自治体では、専門職員の人材育成を

目的に、国立保健医療科学院等で開催さ

れる各職種向けの研修会に積極的に職員

を参加させている。 

・一部の自治体では各専門職の人材育成

の基本方針やガイドラインなどを策定し、

その中でキャリアパスを明確化するとと

もにジョブローテーションや人事交流を

通じて組織的な人材育成に取り組んでい

るところもある。また、業務の均てん化

とノウハウの継承を兼ねて業務マニュア

ルを作成して（あわせてタイムライン・

アクションカード・チェックシートなど

も作成）様々な様式を統一化し、過去の

対応困難事例をもとにＱ＆Ａ集を作成し

て対応している自治体もある。 

・保健師の場合、中長期にわたる保健師

の採用計画を立てている自治体や、保健

師の人材育成ガイドラインを策定して新

任期・中堅期・管理期それぞれの人材育

成の目標やその手法について決めている

自治体もある。また、多くの自治体で統

括保健師の配置・任命が進んでおり、保

健師人材の確保育成の面でも統括保健師

の役割の明確化と有効活用が求められる。 
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・医師の場合、全国保健所長会の医師確

保育成の事業班が「地方自治体における

公衆衛生医師の確保・育成ガイドライン」

を策定し、全国の都道府県における行政

医師の確保と育成に関する取り組みの指

針として活用されている。 

・行政医師の育成については、これまで

組織的な取り組みが行われていなかった

が、臨床医の新たな専門医制度が整備さ

れる時期に合わせて、社会医学系分野の

学会や団体が集まって社会医学系専門医

制度を立ち上げた。それ以降、各都道府

県においてこの制度を活用した組織的な

人材育成制度が始まっていて、専攻医と

なる若手医師だけではなく、指導医とな

るベテランの行政医師についてもレベル

アップが図られることが期待されている。 

 

Ｄ．考察 

 ＦＧＤで得られた現状や課題等を踏ま

えて、指針への提言に含めるべきと考え

られる事項は以下のとおりである。 

・保健師では、各自治体において人材育

成指針等でキャリアパス・キャリアラダ

ーが明確化され、ジョブローテーション

や人事交流を通じた具体的な人材育成の

内容が定められる自治体が増えており、

医師についても、社会医学系専門医制度

を活用した計画的な人材育成が進みつつ

ある自治体が増えている。 

・その他の専門職種については計画的な

人材確保、人材育成ができている自治体

は少なく、特に自治体内に少数しかいな

い職種や確保が困難な職種についても、

人材確保・人材育成の具体的な計画を策

定するとともに、自治体の枠を越えた効

果的な人材確保・人材育成の方法等につ

いても取り組みを進める必要があると考

える。 

・多くの自治体において、保健師人材の

確保育成について中心的な役割を担う統

括保健師の配置・任命が進んでいるが、

保健師だけではなく職種の枠を越えて地

域保健に関する専門職人材の確保育成を

統括する人材の設置・配置等についても

検討すべきではないかと考える。 

 

Ｅ．結論 

 保健師職では人材育成指針等でキャリア

パス・キャリアラダーが明示されて取り組

みが進められている自治体や、医師職では

社会医学系専門医制度を活用した計画的な

人材育成が始まった自治体など、組織的な

取り組みが進む職種・自治体が現れてきて

いる。 

 一方で、薬剤師や獣医師などを中心とし

た衛生監視員や、管理栄養士などの少数職

種においては、組織的・計画的な人材確保・

人材育成の取り組みが進んでいる自治体は

まだまだ少ないことがわかった。 

 今後は、保健師や医師などの組織的な取

り組みをより一層進めるとともに、各自治

体で少数しかいない職種については、自治

体の枠を超えた取り組みなどこれまでの枠

組みを超えた方法なども検討するなど、効

果的な人材確保・人材育成の方法について

さらなる取り組みを進める必要があると考

えられた。 

 

Ｆ．研究発表 

１．論文発表 
 特になし 
２．学会発表 
 特になし 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 
特になし 

２．実用新案登録 
特になし 

３．その他 
特になし 
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